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オーストラリアの代表的家族法学者である H. A. Finlayは,「離婚に関

する法制度は,婚姻に対する考え方およひ婚姻自体の特性一ー・・から導き出さ

れるものである。また,この法制度の中で,徐々にではあるが,女性の地位

が改善されつつぁる。当面の目的としては,ーーー雜婚制度自体の改善が対象

とされるが,それはまた,男女の結びつきに関連する社会制度の絶え間ない

発展の一里塚をなすものである。社会制度の中で,婚姻制度は非常に重要な
【 1 )

ものであるが,それ力夘隹一重要というものでは決してない」と述ベている。

現代のオーストラリアの離婚制度を理解するには,それを取り巻く社会構

造および文化に対する考之方をふま之ることが不可欠であると考之られる。

文化に対する考え方および社会の変化,とりわけ,現代社会における女荏の

地位との関係での変化というものが,立法上およぴ司法上の発展に大いに影

響を及ぽしている。オーストラリアでは,馳婚請求および婚姻財産に対する

貢献に関して,妻にも夫と等しい権利が認められている。しかしなか'ら,裁

判所での離婚手続上,有責行為と離婚との因果関係に重点を置くことは否定

され,立法者は,婚姻破綻の認定を裁判所の判断に委ねるべきでないと考え

ている。

本稿では,オーストラリアの離婚法の展開につき歴史的に考察し,検討を
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試みたい。
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( 2 )

(1) 1857年まで

オーストラリアの触婚制度の起源は,ユダヤ・キリスト教の概念である婚

姻の非解消主養ヘの挑戦であった。バートランド・ラッセノレは,「一般に,

プロテスタントおよぴカソリックともに,離婚というものを家族という見地

から生物学的に捉之るのではなく,罪という見地から神学的概念で捉えてぃ
( 3 )

た」と述ベている。

キリスト教の初期の段階では,婚姻をサクラメント伊必1劃として捉え,
その道徳的側面を重視していた。宗教改革以前は,教会裁判所が存在してお

リ,聖書の定めにしたがって,婚姻に関する問題を処理してぃたので,当然

の事ながら,離婚原因というものは存在してぃなかった。当時の人々の婚姻

に対する考え方の基礎にあったのは,「いみじくも,神が合わせたもうたも

のを,人がこれを分かつべからず。」という理念であった。

1978年までに,唯一の馳婚原因である不貞行為に関し,非常に費用のかか

る手段ではあるが,議会制定法による離婚が,認められるようになってきた。

しかしながら,これは夫にのみ認められる訴えで,当該不貞行為が裁判所に

より,刑事上の横領にあたると立証されなけれぱならないとの要件が課され

ていた。したがって,妻は制定法による離婚からは,実際上は除外されてぃ
ι 5 )

た。その後,1857になってネ刀めて,司法判決による馳婚が,"Divorce and

Matorimonial couses Act (U K)"によって導入されることとなった。 こ

の法律の下でも夫のみが,妻の不貞行為という唯一の離婚原因を理由として

離婚を認められることとなった。一方,妻の方は,夫が可重的不貞行為」

を行った場合に限り離婚が認められるのみであった。

19世紀の後半までにオーストラリアに適用された離婚制度は,神学的概念

である罪にその基礎を置くものであり,妻に対してはその制宗勺が厳しく,ま

た,扶養および子の監護に関する請求の手段からも,妻は実際上,除外され

ていた。

② 1957年から1975年

2 Family Law Act1975 (cth)に至る歴史的経緯
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1873年までには,ロンドンに設置されていたイギリス植民省の指導により,

裁判上の雛婚原因として,不貞行為を唯一の根拠とする,イギリス本国の

Matrimonial causes Act (UK)に準拠した法律が,オーストラリアの全植

民地で制定されることとなった。 19世紀の終わりまでには,オーストラリア

の各植民地で,離婚原因に関して独自の法改正が行われたが,なお,有責主

義離婚原因がその主流を占めていた。

離婚原因としての有責主義は,雜婚請求手続に懲罰的機能を併せるもので

あった。したか'つて,婚姻上の義務違反につき,「有責」と判断された当事

者は,扶養または財産分与の請求を行うことが認められなかった。婚姻によ

り創設された配偶者相互の権利・義務は離婚後にも及ぶとする考え方から,

「無責」の妻には,生涯にわたり扶養を受ける権利が認められたが,実際に

この義務の履行を強制することは困難であり,理論的な権利にすぎない場合
nの

が多かった。

1959年に,オーストラリア連邦議会は, Matrimonial causes Act (C血)

を制定し,従来の六つの州で規定されていた,全ての雜婚原因を統合し,14

の離婚原因に整理した。この14の雛婚原因の多くは,有責主義に基づくもの

であったが,例外的に,5年以上継続して別居する場合に,これを理由に離
ⅡD

婚を認める規定が制定された点は注目に値する。 5年間の別居を雜婚原因と

することは,従来の法制度から考えると革命的なものであり,現行家族法で

ある Family Law Act1975 (C血)の48条で規定する,唯一の離婚原因であ

る12力月間の別居の先駆をなすものであった。また,破綻主義離婚原因が取

η入れられたことで,財産分与およぴ扶養請求の基準も変更されることと

なった。妻が不貞行為を行った場合でも,必ずしも,財産分与および扶養請

求権を失うことにはならず,裁判所か'これらの問題につき判断をする上で考

慮に入れるもののーつとされることとなった。

(3) The Family Law Act 1975 (cth)

離婚手続において,酉己偶者の基本的尊厳を守るという考え方が,オースト

ラリアの法改正に影響を与え,1975年の Family Law Act (cth)(以下,現

行家族法と称する)の制定を促すこととなクた。現行家族法は,離婚原因と

しての婚姻における義務違反という考え方を廃して,婚姻の回復不能な破綻
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を唯一の離婚原因とし,婚姻関係を悪化させたことにっいての「相互性の原
(13)

理」を承認した。

従来の有責主義雛婚法の下では,裁判所が,当事者のどちらが婚姻破綻に

つき責任を有するかを確定する必要があったので,高額な籬婚費用,長期に

わたる訴訟期間,およぴ人間の尊厳を損なうような事態を生じてぃたが,現

行家族法ではこれを「出来るだけ排除する」ということがその主たる目的と
n0

された。「・ー・・・両当事者の行為を広範にわたって調査しなけれぱならないの

で,夫婦の悪いことがーつづつ記憶の中から引っぱり出され,それらが全て

宣誓供述書の中に具体的に言己載され・・ー・イ列えば, Gri丘ithv. Griffith事件で

は,訴答書面が66頁にもおよぴ,その審理が1力月以上もかかり,裁判官の

判決文に66頁にもおよぶ写しを添付しなけれぱならなかった」と学者から批
a6)

判されている。

離婚に関する法令およびそれに付随する手続の両面から,不行跡という概

念を取り去ることにより,従来は,有責性の主張をしないことに同意するこ

とを条件に用いて,相手方に金銭支払いでの譲歩を強要するカギとして,配

偶者の一方が,離婚訴訟を自分に優利に導いたり,金銭を搾取することを減

少させることにも,現行家族法は寄与することとなった。

オーストラリアで,採用された離婚実体法およびその手続法では,法律の

現実の運用において,個人の自由と平等がある程度実現されることとなった

ようである。
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①協議離婚

日本で採用されているような協議離婚の手続は,オーストラリアには存在

しない。国会での現行家族法制定審議の中で,離婚を当事者の合意のみで認

める制度を導入すると,婚姻制度および家族関係の安定が大いに損なわれる
(17)

ことになるとの認識が一般に形成されてきた。このような理由から,現行家

族法では,当事者間の合意のみにより雜婚を承認する制度の導入は見送られ,

当事者の合意による12力月間の別居が,婚姻破綻による離婚の合理的要件と
Q8)

して,離婚原因として導入されることとなった。しかしながら,多くの専門

オーストラリアにおける離婚手続

家は,簡略化された行政手続による離婚法の採用は,オーストラリアの離婚

法の改革上,避けることの出来ないものであると指摘している。 12力月間の

別居期問を離婚原因に導入することにより,国会は,婚姻破綻の認定は法的

に裁判所で決着をつけるべき問題ではなく,また,裁判規範はその判断基準

に適していないということを承認したことになる。現行家族法により,有責

概念は廃止されることとなったが,裁判所による雜婚手続では,なお,2人

のかつての酉引昌者というよりもむしろ 2人の対立当事者間の争いという,対

審構造を要求している。

オーストラリアも含めて英米法の国では,伝統的に,対審手続と結びつく

対審的雜婚原因の規定を有していた。しかしながら,現在では,対審手続と

結ぴつく,非対審手続的離婚原因という形態となっている。学者からは,非

対審手続と結びつく,非対審的離婚原因に統一する方が好ましいと指摘され
セの

ている。

1983年の改正で,「郵便離婚」と一般に呼ばれる手続が,現行家族法に導

入されたが,これは,行政手続による離婚の方向ヘ向かう第一段階とい之る

であろう。この手続により,当事者間で争いのない籬婚訴訟手続に関しては,

本人が裁判所に出頭することなく,必要とされる書面を提出するだけで,判

決を得ることが可能となった。しかしなか'ら,この手続を利用できるのは,

「当事者間に18歳未満の子どもがいない場合」に限られている。この規定の
(22)

基となったイギリスの「特別手続」では,当事者間で争いのない離婚訴訟手

続には,このような要件は存在していないので,将来的には,オーストラリ
ι23)

アでもイギリスと同様に,制約のない手続となることが予想される。
゛゛

②調停離婚

オーストラリアの現行家族法では,カウンセリングの一部として,調停に
(24)

ついても規定をしている。しかしなか'ら,オーストラリアの調停制度は日本

と異なり,必、須のものでもないし,判決離婚に先行するものでもない。

離婚手続における調停の重要性を認めたということは,オーストラリア家
(25)

庭裁判所を創設した重要な理由のーつであり,現行家族法により導入された

2番目に大きな変革であった。当初,オーストラリア家庭裁判所は,「救済

裁駒炉刷を目指しており,書記官およぴ裁判官の手助けをするために裁判所
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に酉己属.されたカウンセラーおよびソーシャルワーカーの補助的サービスの提

供をともなうものであり,和解およぴ紛争解決のための代替的手段を奨励す
セ田

るものであった。

しかしながら,このような目的は未だ達成されていない。日本と異なり,

オーストラリアの離婚手続においては,調停およびカウンセリングのサービ

スは,今のところあまり利用されていないようである。「おそらく,近い将

来において,家庭裁判所の役割は,もっと進歩したものとなり,大きな変化

を遂げることになるであろう。そして,オーストラリアにおいては,カウン

セリングが,家庭裁判所の主要な機能となり,裁判官の役割は減少すること
化7)

となるであろう」と予測されている。しかしなか'ら,このような家庭裁判所

の変化は,制定法を変更しない限り実現しないという,司法判断が下されて
口幻

いる。

③判決離婚

オーストラリアの現行家族法では,有責主義離婚原因が全て取り除かれて

いる。従来の離婚手続では,婚姻の相手方が法律で規定する婚姻の義務違反

を犯したことを証明する必要があり,そのために,「苦痛,恥辱,偽善およ

び偽証」をともなったが,これらを取り除くことが現行家族法の目的でも

あった。

オーストラリアの雜婚原因はただーつで,申立前の12力月間の別居によっ
(29)

て証明される,回復の見込みのない婚姻破綻だけである。永続的な婚姻関係

には,夫婦の永続的な意見の一致が要求される。もしも,夫婦のいずれかー

方により,これが否定されると,永続的な婚姻関係の基礎が失われることに

なるが,その際に,原因を作ったのがどちらで,何が基になった力斗辻もはや
(30)

問題ではないという考え方が,この雛婚原因の基礎となっている。

現行家族法は,酉引昌者の一方が,すでに形骸化してしまった婚姻を他方に

強要するのは,社会にとって害を及ぽす行為であり,婚姻の理念を侵害する

ことになるという考之方をとっている。したがって,別居期間が12力月間存

在しないという点,または,同棲再会の合理的可官謝生があるという点を争う

以外は,離婚訴訟を争うことが出来ないことになる。立法による唯一の制絲勺

は,扶養を要する酉引昌者,通常は妻の権利を守るために,公平なる財産分与

第3編外国法

が求められるだけである。

④籬婚財産分与

現行家族法の下での財産の調整に関しては,婚姻関係にある男女の平等と

いう観点が強調されている。夫婦間での婚姻財産の再酉Ξ分を行う場合には,

「正義と公平」にかなう方法が要求されている。婚姻共同生活が継続する場
(32)

合には,夫婦の財産は原則として共有されるという考之方がとられているが,

離婚に際しては,家庭裁判所は,必要に応じてこれに変更を加える広範な権
【33)

限が与えられている。

家庭裁判所は,籬婚財産分与の命令に際し,婚姻中の各酉引昌者の過去の貢

献を考慮に入れることになるが,この貢献は,直接的なものも間接的なもの

も含まれ,財産的なものも非財産的なものも含まれることになっている。ま

た,家庭裁判所は,将来的要素も認定することが出来る。例えば,将来増加

するような財産的資源,現在および将来の所得獲得能力,および,各配偶者

の将来的必要性等である。これには,当該酉酎禹者の所得能力に応じた将来の

生活水準,住居およぴ子どもの養育等も考慮に入れられる。また裁判所には,

重要なものとして,別居およぴ雛婚によって経済的不平等を来すことの無い
(34)

よう,女性を保護する権限が与之られている。

現行家族法が施行された当初,家庭裁判所は,訴訟手続において,有責性
(35)

の問題を財産配分の中で補助的に解決しようと努めていた。今日では,有責

性の有無は雛婚力信忍められるか否かについても関係が無くなり,また,財産
(36)

または財政的な問題に関しても影響を及ぽさないようになっている。 Law

Reform commission (法制審議会)では,婚姻財産に関する法の見直しの中
亀令

で,配偶者の行為を婚姻破綻の原因であるかどうかという点につき審理する

のは,表面的で,費用の無駄であη,また,無用なことである,と指摘し,

さらに,婚姻の破綻の責任の有無を財産的な問題に反映させることは,現行

家族法が制定される以前に存在していた悪弊を復活されることになるという
(371

立場をとっている。

オーストラリアにおける馳婚法の改革レト川富之〕

おわりに4

オーストラリアにおける離婚法の根本的かつ最重要な変化は,有責主義か



732

ら破綻主義ヘの移行であった。婚姻関係の現実に焦点を当てて,現行法は扶

養を要する配偶者,一般的には妻の保護以外には,離婚にっきなんらの法的

制約も課していない。雜婚財産分与および扶養の規定は,男性と比ベて,特

に女性が,別居後にこうむる経済的不利益を軽減するよう機能してぃる。ま

た,今後は,婚姻破綻を処理する手段として,裁判所の関与を要しない,行

政手続きによる雜婚制度の導入も検討されている。また,日本のような調停

制度の導入も将来的には必要性が生じるとの指摘もある。今後のオーストラ

リアの法制度の進展に注目したい。

第3編外国法
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